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【研究ノート】

山口県立山口博物館所蔵長州藩札について

荒巻　直大１）

Hansatsu Paper Money of Chōshū Domain possessed in the Yamaguchi Museum

Naohiro AramaKI

1 　はじめに

　藩札とは、江戸時代に各藩が幕府の貨幣や米など価値のある物との交換を保証し、領内で通
用させた紙幣のことである。藩札の発行は福井藩（越

えち

前
ぜん

松
まつ

平
だいら

家）によって寛
かん

文
ぶん

元年（1661）
に発行したものを嚆矢とし、明治時代初めまでに西日本を中心に200余の藩が藩札を発行した。
藩内外の有力商人・豪商が発行を請け負うこともあった。
　当館には長州藩札「天保 4 年札」 8 種20枚、「明治 4 年札」 6 種18枚が所蔵されている。本
資料については、伊原慎太郎氏（1）が「萩藩札の整理と発行状況の検討」（「山口県立山口博
物館研究報告」第19号所収 1993　山口県立山口博物館発行）において、その整理及び報告を
しているが、本報告ではその資料詳細について、報告するとともにその考察を試みたい。なお、
長州藩札発行に関する諸研究には貨幣史や金融史や財政史的観点からの研究など多くの論考が
ある。

2 　長州藩藩札の種類について

　長州藩の藩札発行の経緯とその発行時期について、概要を先行研究から整理してみたい。こ
こでは山本勉弥氏「毛利藩貨幣（萩文化叢書第 7 巻　萩文化協会 1954）、石川卓美氏「防長
歴史用語辞典」（マツノ書店，1986）があり、本報告ではこれらに依拠していることをあらか
じめ明記しておく。
　長州藩は藩及び藩士の財政や家計の窮乏を補うため藩札発行に際し、越前福井藩（越前松平
家）をはじめ他藩の発行例を調査し、延

えんぽう

宝 5 年 （1677）7 月15日に縦 5 寸、横 1 寸 2 分の10種
の銀札「延宝札」（10匁、 5 匁、 4 匁、 3 匁、 2 匁、 1 匁、 5 分、 4 分、 3 分、 2 分）を最初
に発行する。これらは不換紙幣のため諸物価が上昇し信用貨幣としては不安定であった。札

さつ

遣
づか

仕
し

法
ほう

は不明である。宝
ほう

永
えい

4 年（1757）幕府は諸国の藩札発行が元
げん

禄
ろく

の改鋳金銀貨の円満な流通
を妨げることから諸国における藩札流通を停止した。宝永 4 年11月この布達をうけ、長州藩は
延宝札の領内通用を停止した。享

きょうほう

保15年（1730）幕府は従前に藩札発行していた諸藩に対して

１）山口県立山口博物館（考古）
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20万石以上は25年間、20万石以下の15年間の通用期間で藩札通用禁止を解除した。これを受け、
長州藩は通用許可を申請し、札遣仕法を定めて同年11月から25年間の期限で旧来の「延宝札」
10種に 1 分札を加えた11種の札銀を発行した。当初は「延宝札」古札に添

そえ

印
いん

して使用していた
が、後に新札「享保札」も発行した。翌享保16年（1731）藩札と米との交換、正

しょう

銀
ぎん

との交換等
の事務のため萩町内には呉

ご

服
ふく

町、御
お も と

許町、浜
はま

崎
ざき

の 3 カ所、諸郡には瀬
せ

戸
と

崎
ざき

、船
ふな

木
き

、山口、三
み

田
た じ り

尻、下
くだ

松
まつ

、波
は の

野、山
やましろ

代の 7 カ所、計10カ所に「札
さ つ ざ

座」を設けた。なお札銀の通用は藩内に限
り、他藩領の人間の札銀使用と両替は許可されず、藩外との交易は藩内の産物を札銀で購入
して藩外に販売し、正銀を持ち帰り、札銀で引き換える方法をとった。「享保札」は享保17年
（1732）蝗

こうがい

害からおこった享保の飢饉のため増刷した。その結果、紙幣の信用不安から紙幣流
通が停滞した。藩は流通を奨励するが金融を圧迫した。元

げん

文
ぶん

4 年（1739）、藩は許可年限に達
しないにもかかわらず札銀流通を一旦停止後、廃止してしまった。
　「享

きょう

保
ほう

札
さつ

」停止のまま、宝
ほうれき

暦 3 年（1753）、藩は宝暦 4 年（1754）までの残り 2 年の発行
権を残した状態で、期間延長を幕府に申請し改めて幕府の認可をうけた。こうして安

あん

永
えい

8 年
（1779）までの実質27カ年の通用期間をもつ「宝暦札」11種を発行した。この「宝暦札」は延
宝・享保の仕法を基としている。その形式、寸法は延宝札に同じ。
　宝暦 4 年以降の札については最終添印を以って発行年としている。安永 8 年（1779）、「宝
暦札」の通用期間が満了すると、事前に期間の更新を幕府に申請し、同 9 年（1780）から文

ぶん

化
か

元年（1804）までの25年間は従来の藩札に「防長通用安永改」を加印して通用させた。その後
も期間更新の申請を継続し、天保 4 年（1833）にも「天保改正」の加印をして廃藩まで流通さ
せている。
　廃藩後、新政府は旧来の通貨制度を受け継ぎ、幕藩時代の金銀銭貨や藩札をそのまま通用さ
せる一方、通貨不足解消のために太

だ

政
じょう

官
かん

札
さつ

などを発行し、明治 4 年（1971）に新紙幣との交換
比率を定めるが、紙幣発行が間に合わず、旧来の藩札に交換額を記した大蔵省印を押印して流
通させた。最終的には藩札の処理を完了したのは明治12年（1879）であった。

3 　当館所蔵の藩札について

　先述のとおり、当館は、「天保 4 年発行長州藩札」、「明治 4 年発行長州藩札」を所蔵して
いるが、（表 1 ・ 2 一覧参照）ここではその図案及び押印について解説する。
　両札の版の図案は「宝暦 3 年札」の版と同様であるが、版の細微については小異がある。（2）

　全ての札の共通点として、法量が縦 5 寸、横 1 寸 2 分であること。表面は 4 段に分かれ、上
から 2 段目は草花模様で囲まれた分銅形に「十もんめ」「弐ふん」など銀貨との換当価格が表
示してある。 4 段目は空欄。裏面は 3 段に分かれ、中段には「防長通鈔宝暦印製私交易及偽造
者糺」篆

てん

書
しょ

16文字、その上部には表の換当価によって異なる。10匁札は「値銀十銭」の刷込。
5 匁、 4 匁、 2 匁、 1 匁、 5 分、 4 分、 3 分、 2 分の各札は換当価の個数ほど「匁」なら小

こ づ ち

槌、
「分」なら宝

ほうじゅ

珠が図示してある。
　料紙については、徳

とく

地
じ

の能
の う み

美家が延宝 4 年（1676）に初めて御内用紙を漉
す

立
た

てしており、翌
年発行の「延宝札」用紙と宝暦 3 年（1753）発行の「宝暦札」用紙は能美家が漉いたものであ
り、本資料についても徳地・堀で漉

す

いた徳地和紙を用いたものと推定される。（3）なお、御用内
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表 1　天保 4年（1833）発行　藩札一覧

　 藩札額面
法量

縦(㎝) 横(㎝)

1 10匁札- 1 15.0 3.7

2 10匁札- 2 15.0 3.6

3 10匁札- 3 14.7 3.6

4 10匁札- 4（4） 14.9 3.7

5 10匁札- 5（5） 14.9 3.7

6 5 匁札- 1 14.6 3.6

7 5 匁札- 2 14.6 3.4

8 4 匁札- 1 14.4 3.3

9 4 匁札- 2 14.1 3.4

10 3 匁札 14.3 3.4

11 5 分札- 1 14.4 3.4

12 5 分札- 2 14.5 3.5

13 5 分札- 3 13.9 3.3

14 5 分札- 4 14 3.3

15 5 分札- 5 14.1 3.4

16 4 分札- 1 14.0 3.3

17 4 分札- 2 14.4 3.5

18 3 分札- 1 14.2 3.4

19 3 分札- 2 14.2 3.5

20 2 分札 15.0 3.7

※ 1匁＝10分

表 2　明治 4年（1871）発行　藩札一覧

　 藩札額面
法量

縦(㎝) 横(㎝)

1 3 匁札- 1 14.8 3.6

2 3 匁札- 2 14.1 3.3

3 3 匁札- 3 14.4 3.5

4 3 匁札- 4 14.4 3.5

5 3 匁札- 5 14.5 3.4

6 3 匁札- 6 14.6 3.5

7 3 匁札- 7 14.6 3.6

8 2 匁札 14.4 3.5

9 1 匁札 14.0 3.5

10 4 分札- 1 14.4 3.5

11 4 分札- 2 14.4 3.3

12 4 分札- 3 13.8 3.4

13 4 分札- 4 13.8 3.3

14 3 分札- 1 15.1 3.7

15 3 分札- 2 14.2 3.4

16 3 分札- 3 14.2 3.4

17 2 分札- 1 14.5 3.5

18 2 分札- 2 15.0 3.7
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紙は楮
こうぞ

、雁
が ん ぴ

皮、三
みつまた

椏を混用して原料としているが、本資料の繊維配合比率は不明である。
　以下、状態の良い「天保 4 年発行10匁札」、「明治 4 年発行 3 匁札」「明治 4 年発行 3 分
札」について解説する。

天保 4 年発行10匁札　　　　　　　　　　　　 
（ 表 ）
1 段目に米俵の三俵の上に大

だい

黒
こく

天
てん

と蓑
みの

、宝
ほう

珠
じゅ

3 段目に松竹
三連印（6）（朱印）

（裏）
上段に釣り上げ恵

え　び　す

比寿
下段に奔

ほ ん ば

馬。
　
「天保改正」（朱印）
「防長通用安永改」（朱印）

（�表�） （�裏�）
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明治 4 年発行 3 匁札
（ 表 ）
1 段目に柄の先に唐

から

団
う ち わ

扇をもつ布
ほ て い

袋
3 段目に羽を広げた孔

くじゃく

雀
三連印（朱印）

（ 裏 ）
上段に雲中の龍

りゅう

下段に雲中の鳳
ほう

凰
おう

　　
「弐

に　りん

厘 大蔵省印」（朱印）
「天保改正」（朱印）
「防長通用安永改」（朱印）

（�裏�）（�表�）
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明治 4 年発行 3 分札

（ 表 ）
1 段目に酒

さか

甕
かめ

の上に立つ猩
しょうじょう

々（7）と盃
3 段目に波上を飛ぶ二羽の千

ち

鳥
どり

三連印（朱印）

（裏）
上段には、寿

じゅ

老
ろう

人
じん

と鹿
下段には雲中の鶴

「四厘 大蔵省印」（朱印）
「天保改正」（朱印）
「防長通用安永改」（朱印）

（�表�） （�裏�）
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3 　補足と検討課題

　以上、当館が所蔵する長州藩藩札について、その詳細を報告してきたが、最後に補足と今後
の検討課題について述べる。
　藩札は金銀貨などと比べて、そのもの自体の価値は低く、信用紙幣としての上に成り立って
おり、偽造や変造による利益が大きく、その対策に諸藩は苦労した。そのため用紙と印刷の
両面から工夫を施した。具体的には原版を木版以外の金属版を使用する、透かしを入れる（8）、
用紙に色を付けるなど、偽造防止の工夫をしている。長州藩藩札は一貫して版は大きく変えず、
用紙に偽造防止のため能美家に伝わる薄い青線を染めこむ技術を用いたとあるが（9）、本資料
では確認できなかった。また、両札の料紙であると推定される厚手の徳地和紙の繊維配合比率
等は今報告では未だ調査に至っていない。今後の検討課題としたい。

注　釈
（１）山口県立山口博物館　歴史担当学芸員（在館1992～2014）
（２）山本P34
（３）徳地町史P187-188
（４）裏白紙
（５）表白紙
（６） 上段に五重の円輪、中段に網目の順円印、下段（刷込４段目空欄部分）に不詳篆字の隅

切角印
（７） 架空の動物。酒に浮かれながら舞い謡い、尽きない酒甕を与える。近世には七福神の一

柱とされていた。
（８） 長州藩の支藩である長府藩発行「米五升預銭」藩札安

あん

政
せい

３年（1856）発行には「長」の
くずし字の透かしが入っている。

（９）山本P45 
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